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〈書評〉

大塚普樹著『遺伝子組換え作物一一

大論争・何が問題なのかj

明石書庖， 2001年， 214頁， 2(削円.

庄司俊之

本書は fなぜ遺伝子組換え作物は開発されたか一一バイオテクノロジーの社

会学』に続く、大塚善樹氏の 2冊目の著書であり、前作の姉妹篇である。その

本書はつぎのような文章から始まっている。「この本は、遺伝子組換え生物をめ

く・って世界中で巻き起こっている論争について、自然科学的というよりはむし

ろ社会科学的な視点から見ょうと試みます。どうしてでしょうかJ(3頁)

こうした「です・ますj調の文体に触れると、時々われわれはその著作のこ

とを、専門家が一般読者、すなわち素人に向けて書いた解説書だと早とちりし

てしまう。もちろん、本書にはそのような面もあるだろう。しかし評者は読後、

その文体には lつの立場が表明されているのではないか、と思うようになった。

というのも、前作の目次を見れば分かるのだが、著者・大塚氏は、前作で得た

知見を本書で繰り返し語っているのではない。そうではなく、前作ではおもに

専門家集団と農業・食糧システムが扱われたのに対し、本書ではそれを引き継

ぎつつ、前作に欠けていた一一乱暴に要約すれば一一消費者=素人の視点、素

人の置かれた環境への視点が登場してくるのである。

そして、著者によれば「この本は、遺伝子組換え生物論争を解決し『沈静化

する』というよりは、むしろ論争の不十分な点を洗い出して『火に油を注ぐj

ことを意図しましたJ(211頁)という。「火に泊を注Jがれるべきなのは、情

報を与えられる側の素人だけでなく、専門家集団でもあるだろう。本舎では、

全体を通じて「科学者は科学にのみ集中すればよい」という言明の不可能性が

説かれ、科学者が唱える諸説の限界が指摘され、とくに第3章では科学者=専

門家と素人の間のコミュニケーション・ Jレートを確保することの重要性が言わ
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れている。また、前作・最終章のタイトルは「バイオテクノロジーの政治学に

向けてJであった。つまり、その政治学の lつの実践がこの文体の選択にある

のではないか、と考えたのである。これは評者だけの想像である。ただ、本書

は社会学者が素人を啓蒙するのでなく、また、閉じた専門家集団にだけ向けて

かれたのでもなく、広く既存の論争を理解し、今後の論争に繋げていくため

に舎かれたのは確かだろう。

では、以下で本書の概要を簡単に紹介するが、遺伝子組換え作物に関する専

門用語は極力避けることをお断りしておきたい。紙幅の都合もあるが、専門外

の評者が誤って用語を使うことを怖れるからである。

まず第 l章では、遺伝子組換え作物をめぐる論争が概観される。素人が真っ

先に目撃する現象がこれである。

最初に取り上げられるのが、英国で起きた「パスダイ事件」である。これは、

パスダイ博士が学術雑誌の審査を受けていないデータを元に、ある遺伝子組換

え作物の危険性をTVでコメントしたことに端を発する論争である。論争では、

一方に「審査Jの不備を楯に「それは科学的ではないJと批判する学者があり、

他方には、専門家集団が食品の安全性の評価に用いる「実質的同等性」の概念

自体を問題視する者がいた。実質的同等性とは、従来種との成分上の同等性を

もって、その遺伝子組換え作物の安全性を評価する基準を指す。著者は、諸説

を丁寧に検討した上で、とくに何を同等と見なし何を異質と見なすかという点

で、科学といえども社会的・文化的な価値観を前提せざると得ず、何らかの尺

度で同等と言えても、それが本当に安全とは言えない、と強調している。

また、自然環境への影響を測定することも、実験室と自然環境の落差や花粉

の拡散の問題なとeがあって、非常に困難だという。著者は、「純粋な」科学論争

には限界があるとして、むしろ科学的論争とは政治的であらざるを得ないもの、

と考える視点の方を健全であると指摘する。とはいえ、科学という領域が一定

の自律性をもって、政治に制約を与えるという点も、忘れずに付け加えている。

つぎに第 2章では、遺伝子組換え作物の作られ方が紹介される。この章は、

さしあたって l章で触れた幾つかの専門用語を再確認するために設けられてい

るが、それだけでなく、 4章の伏線的な意味も持っていると評者は読んだ。
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たとえば2章では、遺伝子を研究する学問の発展、遺伝子を組換える技術の

発達、農業バイオ産業の成立など、それぞれが順を追って説明されていく 。そ

のうち遺伝子研究の発展は、 1930-ω年代における情報科学の発展を背景とし、

情報の処理・操作を通じて社会をコントロールしようとする視座が共有されて

いるという。また、組換え技術の発達の背景には、 80年代の米国がDNA実験

の規制を緩和をしてまでも国際的競争力のあるペンチャー企業を育てようとし

たことがあったという。その最初の担い手が医薬品産業であり、それは 4章に

出てくる「医薬品のように処方される食品Jという考え方と根底で繋がってい

るように評者には思えた。さらにバイオ産業の成立では、組換え「技術jの特

許から組換え「作物Jそのものの特許化という趨勢が描かれ、それは社会の情

報化の中で登場してくる知的財産権の対象の中へ生命が組み込まれる事態であ

る指摘される。著者が最終的に考えたいテーマは、じつはこれらの「背景Jな

のである。

そして、このような遺伝子組換え作物を作り出す動機の 1つに、増大する世

界人口の食糧問題が挙げられることがあるが、著者によれば、この作物の形成

過程では、米国流の肉食生活を支えるためのトウモロコシなと'の作物が真っ先

にターゲットにされ、農産物貿易の競争力こそが重視されてきた経緯があるの

だから、そもそも目的が間違っており、人口問題に対処するのは難しいという。

第3章は「光と閤を秤にかけることは可能か?Jと題される。ここでは 1・

2章を受けて、作物の安全性とリスクをどう評価するか、その評価の枠組みが

論じられていく。

まず最初に、いわゆる科学的なリスク評価の特徴は数量化にあり、国家や企

業による管理という目的において威力を発揮することが述べられる。だが、そ

れは「誰にとってのJという視点を欠くという。そもそもリスクとは、近代的

で自由な主体が選択を通じて、責任とともに引き受けるものである。だから、

たしかに専門家は豊富の情報をもつので選択できる立場にあり、それゆえ引き

受けるべきリスクを見渡せる立場にあるけれども、素人はそうではない。そこ

には情報の不平等があり、素人は専門家を信頼することによって、あるいは専

門家の公開する情報を頼りにすることで、かろうじて選択するに過ぎない。し

かし、情報の格差は解消できず、信頼が成り立たない時には「誰に」責任があ
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るかが問題化してしまうという。

これを遺伝子組換え作物のケースで考えてみると、もともと毒性検査で直接

的にリスクを評価するのは非常に困難があるという。そこで実質的同等性の概

念が登場するのだが、この3章において著者は、 l章での批判的検討とはやや

趣を変えて、従来から経験的に安全と見なされてきた食物と比較することに、

むしろ積極的な意味を見出そうとする。すなわち、実質的同等性は「純粋に科

学的なJリスク評価とは言えないが、そのかわりに科学の限界を認識する面を

持っている。だからこそ、人々=素人が共同的に形成・継承してきた経験や知

識、つまり素人が科学とは別個に信頼するものと専門家集団とを結びつける可

能性がある、というのである。

とはいえ、いったん科学的な客観性を装って人々の前に現れる実質的同等性

に対して、人々の抵抗感は消えないだろうし、科学者・国家・企業・農民がそ

れぞれ固有の選択性とリスクを引き受け得るの対して、素人が選択的であるの

は困難だと著者は言う。そこで、素人にとっても遺伝子組換え作物がリスクた

り得るために、共同体の生活へのリスクを射程に入れた「予防原則」をめぐる

国際的な議論が重要な意義を持ち、さらに、コンセンサス会議に代表される素

人と専門家のリスク・コミュニケーションのルートの重要性が主張される。

以上によって、遺伝子組換え作物をめぐる論争に対処するための「一応の」

指針、少なくとも、どういう枠組みで議論される必要があるかについては、指

針が提示されたかに見える。ところが、本書は最後に第4章が用意されている。

3章では、遺伝子組換え作物が消費者=素人の日常生活に浸透してきたことを

前提して議論が進められていた。しかし 4章では、そもそも遺伝子組換え作物

が成立してきた背景的な社会構造こそ問われる必要があるのではないか、とい

う問題提起がなされるのである。

著者が描くのは、つぎのような現代社会の像である。第 lに、遺伝子組換え

作物の「生産」システム。それは、作物の大量生産を目指す「農業の工業化」

のトレンドにおいて、複数の商品作物の生産と流通がlつに結びつくことで成

立する農業・食糧システムである。農業・食糧システムは、情報化の中で「多

品種少量生産」へとシフトし、やがてバイオ技術を要請するだろう。こうして

成立した遺伝子組換え作物が、匿名の生産者によってあたかも医薬品のように
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人々に処方され、その毒性の有無が論争の対象になっていく 。今後もしかする

と遺伝子組換え作物は消えることがあるかも知れないが、この農業の工業化は

消えないだろうと著者は言う。

第 2に、作物の「消費」システム。労働力の再生産を担うべき食べ物を「賃

金食糧」というが、戦後の米国は、これを低価格で自国民に供給することに全

力を傾け、余剰生産物を海外に輸出することで米国流の消費スタイルまでを海

外に輸出してきた。これを著者は「マクドナルド化Jの概念を援用することで

説明する。現地に移植されたマクドナJレドは、現地の文化に適応しながら「非

遺伝子組換え作物jをセールスポイントにすることがある。ここでも、遺伝子

組換え作物は表面上は消えることがあるだろう。ところが、マクドナルド化の

構造だけは残るめである。

このような生産・消費のシステムはグローパル化の中で統合され、グローパ

ル化の 1つの局面である情報化との関連の中で「知的財産権jと結びつくと著

者は言う。そして、知的財産権は主に先進国の利益のために機能し、従来は公

共財と思われていた資源を私有化しながら、公/私の境界線に揺さぶりをかけ

る、という見通しが述べられて、本書は閉じられている。

以上のように著者は、遺伝子組換え作物に対する直接の対処法を 3章で述べ

ながら、その背後にある、遺伝子組換え作物が仮に消えたとしても残る「遺伝

子組換え作物を生み出す構造」こそが、遺伝子組換え作物をめぐる論争が問い

かける問題だと、最後に述べている。ただ、私見では、最後に提示された問題

には、貧困=富の再分配の問題、統合化されたシステムのリスク管理の問題、

文化的画一化をめぐる政治的・思想的問題などが含まれると思うのだが、著者

の線本的な問題意識がどこにあるのか、評者にはうまく読みとれなかった。こ

の点は社会哲学の領域に踏み込む問題だが、あまり禁欲しないでも良いのでは

ないか、という感想である。

(しょうじ としゆき/日本学術振興会)
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